
日高広域消防事務組合会計年度任用職員募集案内 
 

日高広域消防事務組合消防本部で、次のとおり職員の事務補助を行う会計年度任用職員

を募集します。 

 

１ 職種 

一般事務職員 

２ 職務内容 

  日高広域消防事務組合消防本部総務課において、一般事務、郵便物の発送、書類整理、 

データ入力等、定型的な業務の補助を行う。 

３ 受験資格 

ワード、エクセルの基本操作ができ、事務の経験が１年以上ある人 

ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 ⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが  

なくなるまでの者 

 ⑵ 日高広域消防事務組合並びに当組合構成町の職員として懲戒免職を受け、当該処分  

の日から２年を経過しない者 

 ⑶ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力  

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

４ 採用人数 

１名 

５ 学歴 

なし 

６ 選考方法 

  書類審査及び個人面接 

７ 任用期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

８ 勤務条件 

⑴ 日額 ７，８８９円（当組合職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて日             

額を決定します。） 

  ⑵ 勤務時間  午前９時から午後５時まで（うち正午から午後１時まで休憩６０分） 

 ⑶ 勤務日数及び休日 週５日、休日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

 ⑷ 支給手当等 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 

 ⑸ 休暇 年次有給休暇１０日 特別休暇（忌引、夏季休暇等） 

 ⑹ 社会保険 健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの加入となり、保険料の負担が  

発生します。 

 ⑺ 公務災害 公務災害補償制度あり 

 ⑻ 服務 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。 

パートタイムの会計年度任用職員は、営利企業等従事（兼業）を行うことがで



きますが、以下の場合は認められません。 

・兼業を行うことによって職務の遂行に支障をきたす恐れがある場合 

・兼業を行うことにより職務の公正を確保できなくなる恐れがある場合 

・兼業を行うことによって日高広域消防事務組合の信用を損なう恐れがある

場合 

９ 採用申込書の請求先 

⑴ 直接取りに来られる場合 日高広域消防事務組合消防本部総務課でお渡しします。 

 ⑵ 郵送で請求される場合 郵送を希望する場合は、封筒の表に「採用申込書請求」と朱 
書きし、１８０円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒(Ａ

４サイズ)を同封し、日高広域消防事務組合消防本部総務課

へ請求してください。 

10 申込み方法等 

 ⑴ 提出書類 採用申込書 

⑵  受付期間 令和７年２月２５日（火）から令和７年３月１１日（火） 
⑶ 提出方法 日高広域消防事務組合消防本部総務課へ直接持参するか、又は郵送して

ください。 

ア 持参の場合 月曜日から金曜日の８時３０分から１７時１５分まで 

イ 郵送の場合 封筒の表に「採用申込書在中」と朱書きし、簡易書留郵便で送付して

ください。※令和７年３月１１日（火）１７時必着 

⑷ 受験票の発送 受付期間終了後１週間以内に郵送しますので、受験票が届かない場

合は、消防本部総務課まで連絡してください。 

11 選考日時等  
日時、場所等について、申込み後担当者から連絡します。 

12 問い合わせ先 
  〒６４９－１２０２ 
 和歌山県日高郡日高町萩原９３０－１ 

    日高広域消防事務組合消防本部 総務課 電話０７３８－６３－３６３４ 


